
騒特法に基づく防止地区・
防止特別地区の変更手続きについて

令和2年3月27日

千 葉 県



②都市計画の変更手続き

１．都市計画案の概要 縦覧（平成31年2月1日～2月15日）

都市計画案 縦覧 （令和元年8月20日～9月3日）

利害関係人からの意見書提出（9件）

２．県都市計画審議会での審議（令和2年2月3日）

賛成多数で可決、今後都市計画変更告示

騒特法に基づく防止地区・防止特別地区の変更手続き
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○ 騒特法に基づく基本方針の見直し 及び 都市計画の変更

手続き

凡 例

航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域
（ 新たに指定された区域）

航空機騒音障害防止地区とすべき地域
（ 新たに指定された区域）

防止地区と一体的に土地利用を図るべき地域

防止特別地区・防止地区の概要図

①騒特法に基づく基本方針の見直し手続き

１．関係市町長への意見照会（回答：平成30年8月31日）

○ 関係６市町（成田市、富里市、山武市、多古町、芝山町、横芝光町）

基本方針（案）について「意見なし」

２．国土交通大臣への同意申請（同意: 平成30年12月５日）

○ 基本方針(案)に基づく変更について同意申請

基本方針の変更について「同意する」

３．基本方針変更の決定（県報公告：平成30年12月18日）

新たに防止特別地区内に入る戸数 1,078戸

（騒特法に基づく移転補償が受けられる戸数）



（参考）騒特法に基づく基本方針の見直し及び都市計画の変更手続きの流れ
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国 千葉県 市町 住民等 国 千葉県 市町 住民等

原案作成 拡大案

関係省庁
事前調整

（法定外）

基本方針変更(案)の公表
２週間の縦覧

（法３条４項、規則３条）

首長意見照会
（法３条６項）

意見書への回答

（法定外）

最終案

関係省庁
協 議

基本方針変更の決定・公表
（法３条８項）

意見書等の検討

事前協議 調整要望

公述申出

同意申請
（法３条７項）

１０２人

平成30年
7/6～7/20

10/5

10/3

12/5

利害関係人からの

意見書の提出

都市計画審議会
（県）

都市計画審議会
（関係市町）

都市計画の変更
＜４月１日＞ 申出により

移転補償が可能

首長意見回答

回答

同意
(法３条７項）

利害関係人からの

意見書の提出

（法３条５項）

７８人7/6～8/2

7/23

首長意見回答
（法３条６項）

8/31 意見なし

平成30年12月18日

都市計画案の概要 縦覧

都市計画公聴会

都市計画案 縦覧

首長意見照会

都市計画
案作成

都市計画
素案作成

平成31年2/1～2/15

基本方針変更手続き（騒特法） 都市計画変更手続き

成田市 3/11

8/20～9/3

8/20～9/3 9名

令和2年2/3

⇒必要な手続きを経て、告示

可決


